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発議第４号  

 

野洲市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例  

 

 

 上記の議案を提出する。  

 

平成３０年１１月２９日  

 

            提出者  野洲市議会議員  北村  五十鈴  

            提出者  野洲市議会議員  東郷  克己  

            賛成者  野洲市議会議員  山本  剛  

            賛成者  野洲市議会議員  岩井  智惠子  

            賛成者  野洲市議会議員  津村  俊二  

            賛成者  野洲市議会議員  田中  陽介  

  



   野洲市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する

条例  

野洲市議会議員の議員報酬等に関する条例（平成 16年野洲市条例第

47号）の一部を次のように改正する。  

第１条第１号中「 380,000円」を「 430,000円」に改め、同条第２号

中「 330,000円」を「 380,000円」に改め、同条第３号中「 300,000円」

を「 350,000円」に改める。  

   付  則  

 この条例は、平成 31年１月１日から施行する。  

 

 


